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第 1 条 （レンタル契約）  

乙は甲に対し、別紙レンタル明細書（以下「レンタル明細書」

という。）に記載の物件（以下「レンタル物件」という。）をこ

の契約に定める条件にて賃貸し、甲はこれを賃借する。 

第 2 条 （レンタル期間）  

本契約に基づくレンタル物件の賃貸借期間（以下「レンタル

期間」という。）は、レンタル明細書に記載の通りとする。  

第 3 条 （レンタル料金） 

１ 甲は乙に対し、レンタル物件の賃貸料（以下「レンタル料金」

という。）及びレンタル物件の運搬・設置・取付等にかかる諸経

費（以下「付帯料金」という。）を銀行振込により支払う。日額

レンタルの場合は、レンタル終了後。月額レンタルの場合は最

初の 3 か月分を前払い、残りの期間については、1 か月使用毎

に請求書を発行、乙は銀行振込により支払うものとする。 

２ レンタル料金及び付帯料金は、レンタル明細書に記載の通り

とする。 

第 4 条 （レンタル物件の引渡し）  

１ 乙は、レンタル期間開始日に、レンタル明細書に定める場所

において、レンタル物件を甲に引渡す。  

２ 前項のレンタル物件を乙の保管場所において引渡す場合の

引取り費用、及び甲の指定場所において引き渡す場合の運送費

用は、いずれも甲の負担とする。 

３ 甲は、前項の引渡しを受けたときは、レンタル物件を直ちに

点検するものとする。 

４ 甲が前項の点検によって、数量の過不足又は不具合を発見し

たときは、引渡しを受けたときから３営業日以内に、その旨及

び内容を書面により乙に通知しなければならない。 

５ 甲から乙に対して前項の期間内に前項の通知がなされなか

ったときは、乙は、数量の過不足がなく、不具合のない状態で

レンタル物件を受領したものとみなす。 

第５条 （レンタル物件の返還）  
１ 本契約が中途解約、契約解除又はレンタル期間満了により終

了したときは、甲は、レンタル明細書に定める場所において、

速やかにレンタル物件を乙に返還する。 

２ 前項に基づき、甲がレンタル物件を乙の保管場所において返

還する場合の保管場所までの運送費用、及び甲がレンタル物件

を乙の保管場所以外の場所（以下「引取場所」という。）におい

て返還する場合の当該引取場所から保管場所までの運送費用

は、いずれも甲の負担とする。 

第６条 （レンタル期間の延長） 
１ レンタル期間の満了に際し、甲がレンタル期間の延長を希望

するときは、この契約の満了日の 5 営業日前までに、甲乙間に

おいて延長するレンタル期間及び追加のレンタル料金等に関

する詳細を定めるものとする。 

２ 前項の場合において、この契約の満了日の３営業日前までに、

甲が乙に対して追加のレンタル料金等の支払いを完了したと

きは、この契約は、その満了日の翌日から前項により定めた延

長期間の満了日まで延長されるものとする。 

第７条 （性能保証） 
１ 乙は甲に対して、レンタル物件が引渡し時において、レンタ

ル明細書に定める条件・使用法による使用（以下「通常の使用」

という。）に耐える性能を備えていることのみを保証し、レン

タル物件の甲の使用目的への適合性や通常の使用とはいえな

い態様で使用した場合の性能等については何らの保証をしな

い。 

２ 乙は、レンタル物件の不良に起因する甲の経済的損害や間接

損害について、賠償の責を負わない。  

第８条 （レンタル物件の管理義務） 
１ 甲は、乙よりレンタル物件の引渡しを受けてから乙に対する

返還を完了するまでの間、レンタル物件を善良なる管理者の注

意をもって管理し、通常の条件・使用方法に則って使用するも

のとする。 

２ レンタル期間中に、レンタル物件に破損又は汚損が生じたと

きは、甲は、当該レンタル物件の修繕費用相当額（修繕できな

い場合は、良品の調達価格相当額）を負担するものとし、乙が

提示する見積金額を速やかに乙に支払わなければならない。た

だし、甲において当該レンタル物件を善良なる管理者の注意を

もって管理し、通常の条件・使用方法に則って使用していたに

もかかわらず当該破損又は汚損が生じたことを証明した場合

は、この限りでない。 

３ 前項の場合、甲が乙に対して当該支払いを行ったときは、乙

は、速やかに当該レンタル物件を修繕し、又は良品と交換する

ものとし、また、甲は、当該レンタル物件の使用ができなかっ

た期間に相当するレンタル料金の返還を乙に求めることはで

きないものとする。ただし、前項ただし書に定める場合におい

ては、乙は、速やかに当該レンタル物件を修繕し、又は良品と

交換するものとし、また、当該レンタル物件の使用ができなか

った期間に相当するレンタル料金については、甲乙協議の上、

その全部又は一部を乙より甲に返還することがある。 

４ レンタル物件の設置、保管もしくは使用によって第三者が損

害を被ったときは、甲においてその損害を賠償するものとする。  

５ 第２項及び第３項の定めにかかわらず、天災地変その他の不

可抗力により、レンタル物件の全部が滅失もしくは使用不能に

なったときは、この契約は終了する。その場合、甲は速やかに

その旨を乙に通知する。この場合、通知を受けた日以降のレン

タル期間の残存期間に相当するレンタル料金については、甲乙

協議の上、その全部又は一部を乙より甲に返還することがある。 

６ 甲又は第三者に対する仮差押、仮処分、強制執行、競売の申

立て又は公租公課の滞納処分等により、レンタル物件にかかる

乙の所有権が侵害され、又は侵害される恐れが生じたときは、

甲は乙に対して直ちにその旨を通知するとともに、当該権利行

使者等に対して、レンタル物件が乙の所有物であって自己又は

当該第三者の所有物でないことを主張・立証して、乙の権利を
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保全するものとする。 

 

第９条（禁止事項） 
甲は、レンタル物件について、乙の事前の書面による承諾なし

に以下のことを行ってはならない。 

⑴ 譲渡、質入れその他の担保設定もしくは転貸（有償・無償

を問わない。）、又は改造（分解、調整等を含む。） 

⑵ 乙の所有物であることを明示する標識等の除去又は隠蔽 

⑶ レンタル明細書に記載された使用場所以外への運搬、移動  

第 10 条（中途解約） 

レンタル期間中、甲が自己都合等、乙の責によらない事由により

レンタル契約の中途解約を希望したときは、乙は、レンタル契

約を終了させることができる。この場合、乙は、日数加算での

レンタルの場合は返却日までのレンタル料金を請求、月額レン

タルの場合は、月を超えた分については満額請求する 

第 11 条（契約解除） 

甲が次の各号の一つに該当したときは、乙は甲に対する何ら

の通知・催告をしないで、本契約を解除することできる。この

場合において、乙に損害が生じたときは、甲に対する損害賠償

の請求を妨げない。 

⑴ レンタル料金、付帯料金その他この契約に基づき乙に対し

て支払うべき金員の支払いを 1 回でも怠ったとき。  

⑵ この契約に定める義務に反したとき。 

⑶ 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は支払停止状態

に至ったとき。  

⑷ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは公租公

課の滞納処分等を受け、又は、破産、民事再生、特別清算も

しくは会社更生の各手続開始申立てがあったとき。  

⑸ 解散、合併、事業の全部又は重要な一部の譲渡、営業の廃

止、営業の変更、若しくは会社分割の決議又は決定をしたと

き（ただし、自己の子会社又は関係会社との間で合併、会社

分割、事業譲渡等の組織再編を行う場合は除く）。 

⑹ 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。  

⑺ 経営状態が相当悪化し、又はその恐れがあると認められる

相当の理由があるとき。  

⑻ 乙との間の信頼関係を著しく損なうと認められる行為が

あったとき。 

⑼ その他、前各号に類する事実が認められたとき。 

第 12 条 (反社会的勢力の排除） 

１ 甲及び乙は、相互に、現在及び将来において、暴力団、暴力

団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ

ロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、併

せて「暴力団員等」という。）に該当しないこと、ならびに、次

の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。 

⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有

すること 

⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる

関係を有すること 

⑶ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を

利用していると認められる関係を有すること 

⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

などの関与をしていると認められる関係を有すること 

⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と

社会的に非難されるべき関係を有すること 

２ 甲及び乙は、相互に、現在及び将来において、自ら又は第三

者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこ

とを表明し保証する。 

⑴ 暴力的な要求行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行

為 

⑵ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

⑶ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を

毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

⑷ その他前各号に準ずる行為 

３ 甲及び乙は、相手方が第１項又は第２項に違反した場合、何

らの催告を要さず、相手方の有する期限の利益を喪失させ、ま

た、甲及び乙の間の一切の契約（本契約を含むがこれに限られ

ない。）を直ちに解除することができる。この場合、解除者は相

手方に対し、名目の如何を問わず何らの金員の支払義務を負担

しない。 

４ 甲又は乙は、相手方がこの契約に関連して、第三者と下請又

は委託契約等を締結する場合において、当該契約の相手方が第

１項又は第２項に違反することが判明した場合、前項に準じて、

この契約を解除することができる。 

第 13 条 （損害賠償）  

１ 甲がレンタル物件やこの契約の履行に関して乙に損害を与

えたときは、速やかにその損害を乙に賠償しなければならない。 

２ 甲がこの契約に基づいて乙に対して負担する金銭債務の履

行を遅延したときは、履行すべき日の翌日から完済に至るまで

年６％の割合による遅延損害金を付加して支払わなければな

らない。 

第 14 条 （協議事項） 

この契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じた事項に

ついては、甲及び乙双方誠実に協議の上解決に努めるものとす

る。  

第 15 条 （合意管轄） 

この契約に関する紛争については、滋賀地方裁判所を専属的

合意管轄裁判所とする。 


